
－１－ 

令和２年第３回尾鷲市議会定例会会議録 

令和２年９月１日（火曜日） 

                            

○議事日程（第１号） 

令和２年９月１日（火）午前１０時開会 

日程第 １        会議録署名議員の指名 

日程第 ２        会期の決定 

日程第 ３ 議案第５３号 尾鷲市移住体験住宅の設置及び管理に関する条例の

制定について 

日程第 ４ 議案第５４号 令和２年度尾鷲市一般会計補正予算（第５号）の議

決について 

日程第 ５ 議案第５５号 令和２年度尾鷲市国民健康保険事業特別会計補正予

算（第２号）の議決について 

日程第 ６ 議案第５６号 令和２年度尾鷲市後期高齢者医療事業特別会計補正

予算（第１号）の議決について 

日程第 ７ 議案第５７号 令和２年度尾鷲市病院事業会計補正予算（第２号）

の議決について 

日程第 ８ 議案第５８号 令和元年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 ９ 議案第５９号 令和元年度尾鷲市国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

日程第１０ 議案第６０号 令和元年度尾鷲市後期高齢者医療事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

日程第１１ 議案第６１号 令和元年度尾鷲市公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

日程第１２ 議案第６２号 令和元年度尾鷲市病院事業会計決算の認定について 

日程第１３ 議案第６３号 令和元年度尾鷲市水道事業会計未処分利益剰余金の

処分及び決算の認定について 

             （提案説明、審議留保） 

日程第１４ 報告第 ５号 令和元年度健全化判断比率及び令和元年度資金不足

比率の報告について 

             （報告、質疑） 



－２－ 

○出席議員（１２名） 

   １番 三 鬼 孝 之 議員    ２番 内 山 將 文 議員 

   ３番 奥 田 尚 佳 議員    ４番 楠   裕 次 議員 

   ５番 上 岡 雄 児 議員    ６番 三 鬼 和 昭 議員 

   ７番 村 田 幸 隆 議員    ８番 仲     明 議員 

   ９番 小 川 公 明 議員   １０番 南   靖 久 議員 

  １２番 野 田 拡 雄 議員   １３番 濵 中 佳芳子 議員 

 

○欠席議員（１名） 

  １１番 髙 村 泰 德 議員 

 

○説明のため出席した者 

 市 長            加  藤  千  速  君 

 副 市 長            下  村  新  吾  君 

 会計管理者兼会計課長            平  山     始  君 

 政 策 調 整 課 長            三  鬼     望  君 

 総 務 課 長            竹  平  專  作  君 

 財 政 課 長            岩  本     功  君 

 防 災 危 機 管 理 課 長            神  保     崇  君 

 税 務 課 長            仲     浩  紀  君 

 市 民 サ ー ビ ス 課 長            宇  利     崇  君 

 福 祉 保 健 課 長            内  山  洋  輔  君 

 環 境 課 長            吉  沢  道  夫  君 

 商 工 観 光 課 長             森  本  眞  明  君 

 水 産 農 林 課 長             芝  山  有  朋  君 

 建 設 課 長            内  山  真  杉  君 

 水 道 部 長            佐  野  憲  司  君 

 尾 鷲 総 合 病 院 事 務 長            尾  上  廣  宣  君 

 尾鷲総合病院総務課長            徳  井  良  成  君 

 教 育 長            出  口  隆  久  君 

 教育委員会教育総務課長            山  口  修  史  君 

 教育委員会生涯学習課長 三  鬼  基  史  君 



－３－ 

 教育委員会教育総務課学校教育担当調整監 植  前     健  君 

 監 査 委 員            福  本  和  行  君 

 監 査 委 員 事 務 局 長            野  地  敬  史  君 

 

○議会事務局職員出席者 

 事 務 局 長            高  芝     豊 

 事務局次長兼議事・調査係長 北  村  英  之 

 議 事 ・ 調 査 係 書 記            相  賀  智  惠 



－４－ 

〔開会 午前 ９時５９分〕 

議長（村田幸隆議員） おはようございます。 

 これより、令和２年第３回尾鷲市議会定例会を開会いたします。 

 開会に当たり、市長より御挨拶があります。 

 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） まず、マスクを外して御挨拶させていただきます。 

 おはようございます。 

 議員の皆様には、大変お忙しい中、令和２年第３回定例会に御出席を賜りまし

て、誠にありがとございます。 

 本定例会には、議案第５３号「尾鷲市移住体験住宅の設置及び管理に関する条

例の制定について」をはじめとする議案１１件と報告第５号「令和元年度健全化

判断比率及び令和元年度資金不足比率の報告について」の報告１件を提出させて

いただきます。何とぞよろしく御審議をいただき、御承認賜りますようお願い申

し上げます。 

 簡単ではございますが、本定例会の開会の挨拶とさせていただきます。ありが

とうございました。 

議長（村田幸隆議員） これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は１２名であります。よって、会議は成立いたしておりま

す。 

 本日の欠席通告者は、１１番、髙村泰德議員は、病気治療のため欠席でありま

す。 

 最初に、議長の報告ですが、お手元の報告書は朗読を省略し、これより議事に

入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元の議事日程第１号により取り進めたいと思

いますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８７条の規定により、議長において、１

３番、濵中佳芳子議員、１番、三鬼孝之議員を指名いたします。 

 次に、日程第２、「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りをいたします。 

 本定例会の会期は、お手元の会期日程表のとおり、本日から９月２４日までの
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２４日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（村田幸隆議員） 御異議なしと認めます。よって、会期は、本日から９月２４

日までの２４日間と決定をいたしました。 

 次に、日程第３、議案第５３号「尾鷲市移住体験住宅の設置及び管理に関する

条例の制定について」から、日程第１３、議案第６３号「令和元年度尾鷲市水道

事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認定について」までの計１１議案を

一括議題といたします。 

 ただいま議題となりました１１議案につきましては、朗読を省略し、直ちに提

案理由の説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） 令和２年第３回定例会の開会に当たり、議案についての説明に

先立ちまして、当面する諸課題の現況説明及び市政の要点を申し述べ、議員各位

並びに市民の皆様の深い御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 初めに、第７次尾鷲市総合計画の策定についてであります。 

 先月１８日に第１回尾鷲市総合計画審議会を開催させていただき、翌日には行

政常任委員会において御報告させていただいたところであります。 

 今回の第７次総合計画策定に当たりましては、多くの市民の皆様からの御意見

を頂戴するために、積極的な情報発信と開示による策定過程の見える化を図ると

ともに、実現性、実効性があり、かつ皆様に理解が得られる分かりやすい計画を

策定していきたいと考えております。 

 策定に当たりましては、市民の皆様をはじめ、議員の皆様、関係者の皆様の御

協力と忌憚のない御意見をお願い申し上げるところであります。 

 次に、どうまい尾鷲お食事券及び尾鷲市プレミアム付商品券についてでありま

す。 

 本市において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって経営面でダメー

ジを受けている事業者の皆様への活性化対策として、尾鷲市５０％プレミアム付

どうまい尾鷲お食事券及び尾鷲市プレミアム付商品券の発行事業を進めていると

ころであります。 

 総額１億５,０００万円の食事券事業につきましては、先月３日から券の販売

を開始し、８月３１日現在、８７.４％、販売価格として８,７３７万円、額面価
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格として１億３,１０５万円となっており、事業者の皆様や御購入いただいた皆

様に大変御好評をいただいているところであります。また、総額５億４,０００

万円分の商品券事業につきましては、来月１０月１日からの販売開始に向け、市

民の皆様に購入引換券を発送する準備を鋭意進めておりますので、いましばらく

お待ちいただきたく、お願い申し上げるところであります。 

 食事券及び商品券事業につきましては、新しい生活様式を取り入れた感染予防

対策と社会経済活動の維持を両立させることに御理解をいただき、三つの密の回

避やソーシャルディスタンスの確保などに事業者の皆様、利用者の皆様に御協力

いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。 

 次に、秋のイベントの中止についてであります。 

 秋のイベントにおきましては、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受

け、本年１１月に開催予定でありました全国尾鷲節コンクールについて、屋内開

催のイベントという観点から、苦渋の決断の末、中止を決定したところでありま

す。 

 感染症につきましては、全国において一時的に拡大が収束するような時期もあ

りましたが、再び第２波とも言える感染拡大の状況が続いており、予断を許さな

い状況にあります。 

 このような中で、本年１０月、１１月に開催を予定しておりましたみえ尾鷲海

洋深層水深層水フェスタ、おわせ魚まつり、尾鷲ヒノキふれあいフェスタ、おわ

せ海・山ツーデーウォークにつきましては、屋外のイベントという点を踏まえ、

実行委員会と本市にて開催の方向で協議を重ねてまいりました。しかしながら、

感染症が拡大している状況の中に、御参加、御来場いただける皆様、そして関係

スタッフの皆様の不安を取り除き、万全の体制で受け入れることが難しいと判断

し、皆様の健康と安全の確保を第一に考え、中止を決定させていただきました。 

 毎年秋に開催しております大会、イベントにおきましては、市民の皆様はもと

より、市外から御参加、御来場いただき、大変なにぎわいの中、御好評をいただ

いていることは十分認識しているところであります。令和３年度には、コロナ禍

が終息することを願うとともに、各イベントを楽しみにしておられる多くの皆様

に満足していただき、盛大に開催できるよう準備を進めてまいりますので、御理

解と御協力をお願い申し上げます。 

 次に、尾鷲中学校の給食についてであります。 

 本市の教育ビジョンにおいては、食育の推進と学校給食の充実を掲げており、
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尾鷲中学校の給食が未実施であることは大きな課題であると考え、これまで検討

を重ねてまいりました。このことから、先月開催された行政常任委員会において、

給食実施に向けた現状での検討状況の御報告をさせていただいたところでありま

す。 

 給食実施方式である４方式での検討としましては、今後の児童・生徒数の推移

や、老朽化が著しい既存の給食施設の改修等を考慮すると、尾鷲小学校において

尾鷲中学校分の給食を調理し配送する親子方式が、現状では総合的に優れている

と考えております。しかしながら、多額の改修費用や長期にわたる工事期間とい

った課題もあるため、現在、財源や工事期間中の給食対応などの検討を行ってお

り、また、先般の行政常任委員会において議員の皆様からいただいた御意見に対

しても、整理して、最終案の御報告を１２月にさせていただく予定であります。 

 本市にとって最も適した給食実施ができるよう、私といたしましては、令和４

年度中の実現に向け、鋭意取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、放課後子ども教室推進事業についてであります。 

 本年度は、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、幾つかの講座が中止と

なりましたが、市内小学校の再開に伴い、放課後等における子供たちの安全で健

やかな居場所づくりを目的として、生活、自然体験などの講座を開催しておりま

す。また、子育てＨＡＰＰＹＤＡＹでは、地域の子育て支援団体やボランティア

の皆様の御協力により、中央公民館でのイベントを開催するなど、子育て世帯に

対して、イベントを通じて、子育てのしやすさを感じられる地域づくりを推進し

ております。参加した子供たちは、楽しく真剣に取り組んでおり、コロナ禍での

貴重な体験となったことと思います。 

 ２学期以降も、新型コロナウイルス感染症の状況を注視しつつ、感染症対策を

徹底する中で、学校外での学習を深める機会を創出し、豊かな心を育てるととも

に、地域で子供を見守り、育む体制を支援してまいります。 

 次に、尾鷲総合病院の経営改善についてであります。 

 尾鷲総合病院は、人口減少に伴い患者数が減少し、経営状況は年々厳しい状況

にありますが、昨年度から稼働した地域包括ケア病棟の運用、院外処方への切り

替えによる経費削減等で、３年ぶりに黒字決算となりました。今後も人口減少が

進む中、医療需要の減少がますます見込まれ、尾鷲総合病院を維持、存続してい

くためには、地域の医療需要に沿った適切な医療提供体制を構築し、効率化を図

っていく必要があります。 
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 本年第１回定例会において説明いたしました尾鷲総合病院新改革プランの取組

を計画的に進めるため、本年度から、入院患者の診療報酬の算定を出来高方式か

らＤＰＣ制度への参加に変更し、また、昨年度から運用している地域包括ケア病

棟の稼働率向上を着実に実行していくことにより、経営改善を図り、同時に、リ

ニアック、ＭＲＩ、ＣＴなどの医療機器の整備も計画的に取り組み、東紀州の中

核病院として、地域の皆様がいつでも安心して受診できる病院を目指してまいり

ます。 

 今後の病院経営は、新型コロナウイルス感染症の影響で、先行きが不透明な状

況ではありますが、病床機能転換等による医業収益の確保や、さらなる経費削減

等の経営改善を行い、経営の安定に努めてまいります。また、新型コロナウイル

ス感染症が拡大している中で、病院内での感染を防ぐため、発熱患者への診療体

制を整備するなど、地域の皆様が安心して受診できる病院を目指してまいります。 

 それでは、今回提案しております議案第５３号「尾鷲市移住体験住宅の設置及

び管理に関する条例の制定について」から議案第６３号「令和元年度尾鷲市水道

事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認定について」までの１１議案につ

いて説明いたします。 

 議案書の１ページを御覧ください。 

 議案第５３号「尾鷲市移住体験住宅の設置及び管理に関する条例の制定につい

て」につきましては、本市への移住・定住促進を図るため、一定期間、移住希望

者が本市での生活体験や地域住民と交流することができる住宅として、移住体験

住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものであります。 

 次に、４ページの議案第５４号「令和２年度尾鷲市一般会計補正予算（第５号）

の議決について」から、７ページの議案第５７号「令和２年度尾鷲市病院事業会

計補正予算（第２号）の議決について」までの４議案について、一括して説明い

たします。 

 それでは、お手元に配付の尾鷲市一般会計補正予算（第５号）主要事項説明の

１ページを御覧ください。 

 今回の補正予算計上額は、予算集計表に記載のとおり、一般会計で７億８,８

６０万５,０００円、国民健康保険事業会計で４,５３１万２,０００円、後期高

齢者医療事業会計で４６０万３,０００円をそれぞれ追加し、病院事業会計では、

歳入で８,４１１万７,０００円の減額、歳出で２３９万９,０００円を追加し、

これにより各会計を含めた予算総額を２１４億９,１１７万４,０００円とするも
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のであります。 

 まず、一般会計から説明いたします。 

 ２ページを御覧ください。 

 歳入の主なものについて説明いたします。 

 ９款地方特例交付金は、額の確定により３３９万４,０００円を増額するもの

であります。 

 １０款地方交付税は、普通交付税の額の確定により１億３,７３６万円を増額

するものであります。これは主に、基準財政需要額において、地方法人課税の偏

在是正による財源を活用した地域社会再生事業費が新たに創設されたことによる

増額、また、臨時財政対策債への振替額が見込みを下回ったことにより、総額と

して増額となったことが主な要因であります。 

 １３款使用料及び手数料１５万６,０００円の増額は、水産関係施設を新たに

貸し付けるものであります。 

 １４款国庫支出金４億２６７万９,０００円の増額は、医療扶助費等国庫負担

金前年度精算金５９６万５,０００円、社会保障・税番号制度システム整備費補

助金１,０５１万１,０００円、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金３億８,４０２万３,０００円の増額が主なものであります。 

 １５款県支出金は、１０６万９,０００円の増額は、三重県障害者自立支援給

付費等負担金前年度精算金４０万６,０００円の増額、農用地利用集積特別対策

事業補助金３５万円の追加が主なものであります。 

 １６款財産収入は、新田町市営住宅跡地等、遊休市有財産７件の売却見込額と

して６,３０５万円を追加するものであります。 

 １７款寄附金２７２万６,０００円の増額は、第４回臨時会でお認めいただき

ました、災害等対策基金への寄附金として１８件の個人及び１件の法人から２３

１万３,０００円、感染症対策寄附金として１件の法人から４１万３,０００円を

御寄附いただいたものであります。 

 １８款繰入金１６４万９,０００円の増額は、前年度精算金として、国民健康

保険事業会計から１４０万１,０００円、後期高齢者医療事業会計から２４万８,

０００円をそれぞれ繰り入れるものであります。 

 １９款繰越金１億９,２４４万円の増額は、令和元年度決算に伴う繰越金であ

ります。 

 ２０款諸収入４２８万２,０００円の増額は、支障木伐採に係る立木伐採補償
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料４０１万２,０００円の追加が主なものであります。 

 ２１款市債は、令和２年度普通交付税の算出に基づく臨時財政対策債発行可能

額の確定に伴い２,０２０万円を減額するものであります。 

 次に、歳出であります。 

 ３ページを御覧ください。 

 各款別の補正額は一覧表に記載のとおりであります。このうち主なものについ

て次のページで説明いたします。 

 ４ページを御覧ください。 

 総務費の一般管理費では、ＧＩＧＡスクール構想に伴う通信回線拡幅のための

ネットワーク改修業務委託料３１３万５,０００円の追加であります。 

 財産管理費では、基金積立金として、財政調整基金積立金５億３,３０５万９,

０００円、尾鷲みどりの基金積立金９４２万４,０００円、皆様からの御寄附を

災害等対策基金に２３１万３,０００円積み立てるほか、記載のとおり各基金に

積み立てるものであります。 

 税務総務費では、市内１法人から修正申告が提出されたことによる市税過年度

分還付及び還付加算金７６６万円の増額であります。 

 戸籍住民基本台帳費では、海外転出者にマイナンバー情報を付加するために要

する、戸籍総合システム改修業務委託料４７４万３,０００円、総合住民情報シ

ステム改修業務委託料２５０万３,０００円の追加であります。 

 民生費では、各事業における前年度精算金の追加のほか、社会福祉総務費で、

新型コロナウイルス感染症予防対策のための環境整備といたしまして、福祉保健

センター空調設備改修工事設計業務委託料３０４万７,０００円、同工事請負費

１億４７万４,０００円、老人福祉費で、聖光園共用スペース空調設備改修工事

設計業務委託料１１０万円、同工事請負費１,９９８万７,０００円の追加であり

ます。 

 衛生費では、感染症予防対策事業として、新型インフルエンザ等特別措置法に

基づく避難所における感染症予防対策費用として、消耗品費４１万４,０００円

を御寄附いただいた財源を活用し追加するものであります。 

 農林水産業費では、農地を集積及び集約する際に、御協力いただいた方に対し

て交付する耕作者集積協力金３５万円を追加するものであります。 

 商工費では、本年４月２０日に県が実施した緊急事態措置による休業要請に御

協力いただいた小規模事業者等に対して、県と本市が交付する協力金に要する費
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用として、三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金交付事業負担金４,

９３０万円を追加するものであります。 

 教育費では、新型コロナウイルス感染症予防対策のための環境整備といたしま

して、小中学校７校の音楽室に空調設備を設置するための小中学校音楽室空調設

備設置工事請負費２,８００万円の追加であります。 

 公債費では、令和元年度の起債額とその利率の確定などにより、公債費元金で

５４万５,０００円の増額、公債費利子で２６４万円の減額であります。 

 続きまして、債務負担行為補正について説明いたします。 

 ６ページを御覧ください。 

 追加では、財務会計システム構築業務委託及び財務会計システム利用料に係る

来年度以降における事業の円滑な執行のため、債務負担行為を設定するものであ

り、事項、期間及び限度額につきましては、表のとおりであります。 

 ７ページを御覧ください。 

 国民健康保険事業特別会計は、４,５３１万２,０００円を追加し、歳入歳出総

額を２３億７,１７９万８,０００円とするものであります。 

 歳入は、国民健康保険税で、保険税の減免により１０７万８,０００円の減額、

国庫支出金で、保険税減免に対する国民健康保険災害等臨時特例補助金６４万５,

０００円、県支出金で、特別調整交付金申請支援業務及び減免分に対する特別交

付金８２６万７,０００円、前年度からの繰越金３,７４７万８,０００円の増額

であります。 

 歳出は、保健事業費で、特別調整交付金申請支援業務委託料１６５万円の追加、

基金積立金で、財政調整基金積立金３,０２３万２,０００円の増額、諸支出金で、

普通交付金前年度精算金１,１５９万７,０００円の追加、事業費等の精算による

一般会計繰出金１４０万１,０００円の増額が主なものであります。 

 ８ページを御覧ください。 

 後期高齢者医療事業特別会計は、４６０万３,０００円を追加し、歳入歳出総

額を６億４,８９５万４,０００円とするものであります。 

 歳入は、前年度から繰越金４６０万３,０００円の増額であります。 

 歳出は、広域連合負担金４３５万５,０００円の増額、諸支出金で、事務費等

の精算による一般会計への繰出金２４万８,０００円の増額であります。 

 ９ページを御覧ください。 

 病院事業会計であります。 



－１２－ 

 収益的収入及び支出では、新型コロナウイルス感染症の影響により、入院患者

数は年間延べ４,５４５人の減少、また、外来患者数は年間延べ３,４１７人の減

少となっており、それに伴い、入院収益は１億８,６５５万円の減額、外来収益

は４,２８０万２,０００円の減額等により、医業収益で２億３,３３４万３,００

０円の減額であります。 

 医業外収益では、新型コロナウイルス感染症対策の補助金１億８８０万５,０

００円の増額及び市民の方から５２万９,０００円の御寄附をいただいたことに

より、１億９３３万４,０００円の増額であります。 

 特別利益では、落雷被害によるＣＴ装置故障についての災害共済金６２０万４,

０００円の増額であります。 

 支出では、医業費用で、患者数の減などにより、材料費３,５２７万６,０００

円、給食業務委託と臨床検査委託が８７１万５,０００円の減額でありますが、

泉医師住宅の売却を進めるための不動産鑑定手数料の増額等により、経費では７

４８万２,０００円の減額となり、医業費用は４,２７５万８,０００円の減額で

あります。 

 医業外費用では、控除対象外消費税の減額等により、２１３万１,０００円の

減額であります。 

 特別損失では、ＣＴ装置管球交換費用１,３２０万円の増額であります。 

 資本的収入及び支出では、収入で、医療機器整備事業債の増額により、企業債

が１,７６０万円の増額及び新型コロナウイルス感染症対策の補助金１,６０８万

８,０００円の増額であります。 

 支出では、人工呼吸器等医療機器購入費の増額等による建設改良費３,４０８

万８,０００円の増額であります。 

 続きまして、債務負担行為補正について御説明いたします。 

 ２件の追加で、これにつきましては、来年度以降における事業の円滑な執行の

ため、債務負担行為を設定するものであります。 

 リニアック更新事業につきましては、平成１１年に導入し、平成２８年まで稼

働していましたが、故障により稼働休止となっていたため、令和３年度中の稼働

を目指し、今年度中に契約及び執行するため計上するものであります。事項、期

間及び限度額につきましては、それぞれ表のとおりであります。 

 以上をもちまして、議案第５４号「令和２年度尾鷲市一般会計補正予算（第５

号）の議決について」から議案第５７号「令和２年度尾鷲市病院事業会計補正予
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算（第２号）の議決について」までの４議案の説明とさせていただきます。 

 次に、議案書の８ページを御覧ください。 

 議案第５８号「令和元年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定について」から、

１１ページの議案第６１号「令和元年度尾鷲市公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について」までの４議案につきましては、いずれも地方自治法第２３

３条第３項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものであ

り、会計管理者から説明いたさせます。 

 また、議案第６２号「令和元年度尾鷲市病院事業会計決算の認定について」と

議案第６３号「令和元年度尾鷲市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算

の認定について」の２議案につきましては、地方公営企業法第３０条第４項の規

定により、監査委員の審査に付し、その意見をつけて議会の認定に付するもので

あり、それぞれ病院事務長及び水道部長から説明いたさせますので、よろしくお

願い申し上げます。 

議長（村田幸隆議員） 次に、平山会計管理者。 

〔会計管理者兼会計課長（平山始君）登壇〕 

会計管理者兼会計課長（平山始君） それでは、議案第５８号「令和元年度尾鷲市一

般会計歳入歳出決算の認定について」から議案第６１号「令和元年度尾鷲市公共

下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」までの計４議案につきまして、

令和元年度尾鷲市一般会計・特別会計歳入歳出決算主要説明書に基づき、それぞ

れの決算概要を御説明いたします。 

 それでは、主要説明書の１ページを御覧ください。 

 この表は、一般会計及び特別会計の決算総括表であります。 

 各会計別に見てみますと、一般会計では、歳入歳出とも予算現額は同額の１０

４億８,７４４万円に対し、歳入決算額は１０４億１,０１３万６,１５２円、予

算現額に対する収入率は９９.２％であります。 

 歳出決算額は１０２億１,６９５万９,５５６円で、執行率は９７.４％となり、

歳入歳出差引残額は１億９,３１７万６,５９６円であります。 

 次に、国民健康保険事業特別会計では、歳入歳出ともに予算現額は同額の２４

億７,７９２万２,０００円に対し、歳入決算額は２４億２,０３４万８,６９１円、

予算現額に対する収入率は９７.６％であります。 

 歳出決算額は２３億８,２８６万９,６５５円、執行率は９６.１％、歳入歳出

差引残額は３,７４７万９,０３６円であります。 
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 後期高齢者医療事業特別会計は、歳入歳出ともに予算現額は同額の６億３,６

２９万４,０００円に対し、歳入決算額は６億３,６８４万８,７３７円、予算現

額に対する収入率は１００.０％であります。 

 歳出決算額は６億３,２２４万４,９７２円、執行率は９９.３％、歳入歳出差

引残額は４６０万３,７６５円であります。 

 次に、公共下水道事業特別会計は、歳入歳出とも予算現額は同額の６２万６,

０００円に対し、決算額は歳入歳出とも同額の６２万５,７８６円、収入率・執

行率は９９.９％、歳入歳出差引残額はゼロ円であります。 

 以上、令和元年度の決算総額は、予算現額１３６億２２８万２,０００円に対

し、歳入決算額は１３４億６,７９５万９,３６６円、予算現額に対する収入率は

９９.０％であります。歳出決算額は１３２億３,２６９万９,９６９円、執行率

は９７.２％、歳入歳出差引残額は２億３,５２５万９,３９７円であります。 

 次に、２ページを御覧ください。 

 実質収支額ですが、区分３の歳入歳出差引額から区分４の翌年度へ繰越しすべ

き財源を差し引いたものが区分５の実質収支額となります。 

 一般会計の実質収支額について、翌年度へ繰越しすべき財源の繰越明許費繰越

額が７３万５,０００円でございますので、これを差し引いた１億９,２４４万１,

５９６円が実質収支額となり、令和２年度への繰越金となります。 

 なお、繰越明許費繰越額７３万５,０００円は、６月８日に開会されました令

和２年第２回定例会の報告第２号にて報告させていただきました令和元年度尾鷲

市一般会計繰越明許費繰越計算書に記載の翌年度繰越額７,７９３万６,０００円

の財源内訳における一般財源分であります。 

 特別会計については、翌年度へ繰越しすべき財源がありませんので、国民健康

保険事業特別会計以下各特別会計の実質収支額は歳入歳出差引額と同額で、記載

のとおりであります。 

 次に、３、４ページを御覧ください。 

 それでは、一般会計歳入歳出決算の概要を歳入款別決算額調により、各款別の

主なものについて御説明いたします。 

 まず、１款市税は、予算現額１９億７,５７７万３,０００円に対し、調定額は

２１億１,５４６万７,８８６円、収入済額は２０億２,０２９万７,５６７円、一

般会計収入済額全体（構成比）の１９.４％を占めております。前年度との比較

は、１億６,１０５万３,８８０円の減少となっており、その主な要因は市民税及
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び固定資産税の減収であります。不納欠損額は５７５万１,７８８円、前年度と

の比較は５０９万４,０９４円の増加であります。収入未済額は８,９４１万８,

５３１円、前年度との比較は１７３万５,７６２円の増加であり、収納率は９５.

５％であります。 

 次に、２款地方譲与税の収入済額は６,４１７万８,００５円、前年度との比較

は１,２８７万８,００５円の増加であります。これは、森林環境譲与税の皆増が

主な要因であります。 

 ３款利子割交付金の収入済額は２０５万７,０００円、前年度との比較は２５

６万７,０００円の減少であります。 

 ４款配当割交付金の収入済額は１,０５２万７,０００円、前年度との比較は１

２３万６,０００円の増加であります。 

 次に、５款株式等譲渡所得割交付金の収入済額は５７５万３,０００円、前年

度との比較は１６５万６,０００円の減少であります。 

 ６款地方消費税交付金の収入済額は３億２,９０９万４,０００円、前年度との

比較は８７４万１,０００円の減少であります。 

 次に、７款自動車取得税交付金の収入済額は１,０９３万１,８２７円、前年度

との比較は８６１万５,１７３円の減少であります。 

 ８款環境性能割交付金は、自動車税の環境性能割導入に伴う新規科目で、収入

済額は２７２万４,０００円であります。 

 ９款地方特例交付金の収入済額は２,１６５万４,０００円、前年度との比較は

１,４１１万８,０００円の増加であります。これは、子ども・子育て支援臨時交

付金の皆増が主な要因であります。 

 次に、５、６ページを御覧ください。 

 １０款地方交付税の収入済額は３８億３,０２８万７,０００円、一般会計収入

済額全体の３６.８％を占めております。前年度との比較は２億６,４５８万１,

０００円の増加であります。 

 １１款交通安全対策特別交付金の収入済額は１９８万５,０００円、前年度と

の比較は２８万２,０００円の減少であります。 

 １２款分担金及び負担金の収入済額は１億１,８９３万３,００２円、前年度と

の比較は１,３９３万９,６７４円の減少であります。収入未済額は６５０万８４

０円、主なものは保育所入所保護者負担金５８５万４,８８０円であります。 

 １３款使用料及び手数料の収入済額は１億１,９６５万４,３３６円、前年度と
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の比較は１９８万１,０８１円の減少であります。収入未済額は７７３万３,６１

５円、主なものは市営住宅使用料が７１７万９,７００円、し尿処理手数料が４

０万２,８００円であります。 

 次に、１４款国庫支出金の収入済額は９億４,３１４万７２０円、前年度との

比較は７,７６３万６,７４３円の増加であります。これは主に、民生費国庫補助

金及び教育費国庫補助金の増加によるものであります。 

 次に、１５款県支出金の収入済額は５億３,２４５万５,１２４円、前年度との

比較は５,４０１万６３８円の減少であります。これは主に、農林水産業費県補

助金の減少によるものであります。 

 １６款財産収入の収入済額は８,４２９万８,６８０円、前年度との比較は４,

２１７万４,６７４円の増加であります。これは、不動産売払収入の増加による

ものであります。 

 次に、７、８ページのほうを御覧ください。 

 １７款寄附金の収入済額は１億４,３３５万７,３３１円、前年度との比較は５

９８万３,３３１円の増加であります。これはふるさと寄附金制度による寄附金、

ふるさと納税の増加が主な要因であります。 

 １８款繰入金の収入済額は８億５,０２７万２,６３１円、前年度との比較は３

億７６１万９,６４７円の減少であります。これは財政調整基金繰入金の減少に

よることが主な要因になります。 

 １９款繰越金の収入済額は２億１,９２０万６,３９１円で、前年度との比較は

２,６３１万５８１円の減少であります。 

 次に、２０款諸収入の収入済額は１億８,２１２万９,５３８円、前年度との比

較は４,６６８万２,１４８円の増加であり、これは民生費雑入の増加及び農林水

産業費雑入の皆増が主な要因であります。 

 収入未済額１,２４３万２,５９７円、主なものは奨学資金貸付金返還金が９３

万５,０００円、生活保護法第６３条、第７８条及び７８条の２による返還金が

１,１４７万６,５９７円であります。 

 ２１款市債の収入済額は９億１,７２０万円、前年度との比較は３億５２０万

円の増加であります。これは、総務債の増加によることが主な要因であり、科目

別の増減については備考欄のとおりであります。 

 以上、一般会計の歳入合計は、予算現額１０４億８,７４４万円に対しまして、

調定額１０５億３,１９７万３,５２３円、収入済額は１０４億１,０１３万６,１



－１７－ 

５２円、前年度との比較は１億８,６４３万７,２２７円の増加となり、不納欠損

額は５７５万１,７８８円、収入未済額は１億１,６０８万５,５８３円、収入未

済額の大半は市税であります。 

 歳入全体の予算に対する収入割合は９９.２％、調定に対する収入割合は９８.

８％であります。 

 一般会計歳入の款別決算額につきましては以上であります。 

 なお、参考に予算現額と収入済額の比較で、各節の増減額５０万円以上のもの

につきましては、その主な理由を本主要説明書の３３ページから３６ページにか

けて記載しておりますので、後ほど御参照ください。 

 次に、９、１０ページを御覧ください。 

 こちらは、一般会計の歳出款別決算額調であります。 

 歳入同様、主なものについて御説明いたします。 

 １款議会費は支出済額１億１,６４３万７,４９１円、前年度との比較は１５３

万７,６３９円の減少であります。この主な要因は、議員報酬等における共済費、

また、職員人件費等の減少によるものであります。執行率は９８.１％でありま

す。 

 ２款総務費は支出済額２２億３,１７５万３,９１０円、前年度との比較は１億

９,２４３万４７７円の増加であります。主な要因は、総務管理費における一般

管理費の増加によるものであります。執行率は９８.１％であります。 

 ３款民生費は支出済額３２億２,１８２万１,３４３円、前年度との比較は１,

４６７万５,１２３円の増加であります。この主な要因は、社会福祉費における

社会福祉総務費の増加によるものであります。執行率は９８.５％であります。 

 次に、４款衛生費は支出済額が１４億４１４万８,２７７円、前年度との比較

は５,６４２万５,９７２円の減少であります。この主な要因は、病院費の減少に

よるもので、執行率は９８.１％であります。 

 次に、１１、１２ページを御覧ください。 

 次、５款農林水産業費は支出済額２億８,０８６万９,４０２円、前年度との比

較は１億６,４７２万８,８１８円の減少であります。この主な要因は、水産業費

における漁港建設費の減少によるものであります。執行率は９４.６％でありま

す。 

 次に、６款商工費は支出済額１億１,５２３万５,７４３円、前年度との比較は

１,６０４万３,２７４円の減少であります。この主な要因は、商工費における商
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工総務費の減少によるものであります。執行率は９７.４％であります。 

 次に、７款土木費は支出済額３億２,９６１万２,５０１円、前年度との比較は

１,７２０万６,２２７円の減少であります。この主な要因は、道路橋梁費の減少

によるものであります。翌年度繰越額３,１５０万円は、梶賀第一トンネル長寿

命化修繕事業１,９５０万円、急傾斜地崩壊対策事業１,２００万円であります。

執行率は９０.０％であります。 

 ８款消防費は支出済額４億８,８４６万１,４３５円、前年度と比較は２,７０

６万４,３７５円の増加であります。この主な要因は、消防費における常備消防

費の増加によるものであります。執行率は９９.３％であります。 

 次に、９款教育費は支出済額７億１,５９５万５,１７４円、前年度との比較は

７,１２８万４３円の増加であります。この主な要因は、教育総務費における事

務局費の増加によるものであります。翌年度繰越額８３７万５,０００円は、校

内ＬＡＮ環境機器整備等事業であります。執行率は９３.６％であります。 

 次に、１３、１４ページを御覧ください。 

 １０款災害復旧費は支出済額６,５６５万１,３００円、前年度との比較は６,

３５３万４,５００円の増加であります。この主な要因は、公共土木施設災害復

旧費の皆増によるものであります。翌年度繰越額３,８０６万１,０００円は、岡

の川河川災害復旧事業であります。執行率は６１.５％であります。 

 次に、１１款公債費は支出済額１２億４,７０１万２,９８０円、前年度との比

較は９,９４２万４,４３４円の増加であります。 

 次の１２款予備費は不執行であります。 

 以上、歳出合計は、予算現額１０４億８,７４４万円に対し、支出済額は１０

２億１,６９５万９,５５６円で、前年度との比較は２億１,２４６万７,０２２円

の増加であります。 

 翌年度繰越額は７,７９３万６,０００円、不用額は１億９,２５４万４,４４４

円、執行率は９７.４％であります。 

 なお、一般会計歳出の不用額でございますが、各節で５０万円以上のものにつ

きましては、その主な理由を３７ページから４２ページにかけて記載しています

ので、後ほど御参照ください。 

 次に、１５ページのほうを御覧ください。 

 これは、一般会計の歳入決算額を円グラフで表したものでございます。 

 構成比の高い順から申し上げますと、地方交付税３６.８％、市税が１９.４％、
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国庫支出金９.１％、以下は記載のとおりであります。 

 なお、括弧内の数字は前年度の構成比率であります。 

 次に、１６ページの歳出の構成比でございますが、民生費３１.５％、総務費

が２１.８％、衛生費１３.７％、以下は記載のとおりであります。 

 次に、１７ページを御覧ください。 

 この表は、一般会計の歳出決算額を性質別に分類し、前年度と比較したもので

あります。 

 決算額の合計１０２億１,６９６万円のうち、義務的経費は４４億７１万７,０

００円、全体の４３.１％を占めております。前年度と比較は９,５６０万円の増

加であります。 

 次に、投資的経費は９億８,３１５万５,０００円、前年度との比較は３億２,

７２９万８,０００円の増加で、構成比は９.６％であります。 

 次のその他経費は４８億３,３０８万８,０００円、前年度との比較は２億１,

０４３万１,０００円の減少で、構成比は全体の４７.３％であります。 

 なお、性質別経費を円グラフで表したものが１８ページに掲載してあります。 

 次に、１９、２０ページを御覧ください。 

 この表は、平成１６年度から令和元年度までの国保・老人保健・後期高齢・公

共下水各特別会計への繰出金と、病院及び水道企業会計並びに消防・広域連合な

どの一部事務組合等への負担金について、支出状況をまとめたものであります。 

 １９ページ、繰出金、下から２段目の令和元年度の欄を御覧ください。 

 国保・後期高齢・公共下水各特別会計の繰出金はそれぞれ記載のとおりで、合

計６億１,９８５万円であります。 

 １９ページから２０ページの負担金の令和元年度の欄を御覧ください。 

 病院及び水道の企業会計並びに消防・広域連合などの一部事務組合等への負担

金は、合計１３億９,１１１万２,０００円であります。繰出金と負担金の合計は

２０億１,０９６万２,０００円であります。 

 一般会計決算の概要説明は以上であります。 

 次に、各特別会計の概要について御説明いたします。 

 ２１、２２ページを御覧ください。 

 この表は、国民健康保険事業特別会計の歳入款別決算額調であります。 

 まず、１款国民健康保険税は、予算現額３億４,５０７万２,０００円に対し、

調定額は４億３,５３２万３,６５３円、収入済額は３億４,８８７万３,０６９円、
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本特別会計収入済額全体の１４.４％を占めております。前年度との比較は１,５

９５万７,３４４円の減少であります。詳細は備考欄のとおりであります。不納

欠損額は３１２万６,９５０円、前年度との比較は１６４万３６２円の増加であ

ります。収入未済額は８,３３２万３,６３４円、前年度より５１１万１,２８１

円の増加であります。収入率は１０１.１％、収納率は８０.１％であります。 

 次の２款県支出金の収入済額は１７億４,６９４万５,９８７円、本特別会計収

入済額全体の７２.２％を占めております。前年度との比較は６,９１２万７,１

６５円の減少であります。この主な要因は、普通交付金の減少によるものであり

ます。 

 次の３款財産収入は、基金運用収入１万８,０００円であります。 

 ４款繰入金は収入済額２億７,６９７万２,６３４円、前年度との比較は２,０

６５万３,７９７円の増加であります。この主な要因は、国保財政調整基金繰入

金の増加であります。 

 ５款繰越金は前年度からの繰越金３,５４２万２,８１９円であります。 

 ６款諸収入は収入済額１,０９２万３,１８２円、主に、第三者納付金の収入で

あります。前年度との比較は３６万３,１５０円の減少であります。収入未済額

の７８万５,９６５円は一般分医療費返納金であります。 

 次に、７款国庫支出金は収入済額１１９万３,０００円、社会保障・税番号制

度システム整備費補助金などの収入であります。 

 以上、国民健康保険事業特別会計の歳入合計は、予算現額２４億７,７９２万

２,０００円に対し、調定額２５億７５８万５,２４０円、収入済額２４億２,０

３４万８,６９１円、不納欠損額３１２万６,９５０円、収入未済額８,４１０万

９,５９９円であります。収入率は９７.６％、収納率は９６.５％であります。 

 次に、２３、２４ページを御覧ください。 

 国民健康保険事業特別会計の歳出款別決算額調であります。 

 １款総務費は支出済額５,７８２万９,９２４円、前年度との比較は７１万９,

９９０円の減少であります。執行率は９５.９％であります。 

 次に、２款保険給付費は支出済額１６億６,８０９万８,２１２円、収入済額全

体の７０.０％を占めております。前年度との比較は１億３９４万８,５８４円の

減少であります。この主な要因は、療養諸費における一般分及び退職分療養給付

費等の減少によるものであります。執行率は９４.９％であります。 

 次に、３款国民健康保険事業費納付金は支出済額５億８,１１６万６,９４８円、
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前年度との比較は２,１５５万８,０９１円の増加であります。この主な要因は、

一般被保険者医療給付費分納付金の増加によるものであります。執行率は９９.

９％であります。 

 次に、４款共同事業拠出金は支出済額４７０円であります。 

 ５款保健事業費は支出済額２,３７５万９,４８８円、前年度との比較は１１９

万３,４３６円の増加であります。この主な要因は、特定健康診査等事業費の増

加によるものであります。執行率は８６.１％であります。 

 次に、６款基金積立金は支出済額３,１３４万１,０００円、国保財政調整基金

への積立金であります。前年度との比較は８,７１９万７,０００円の減少であり

ます。 

 ７款公債費につきましては不執行であります。 

 次に、２５、２６ページを御覧ください。 

 ８款諸支出金は支出済額２,０６７万３,６１３円、前年度との比較は１,９０

４万６,６２２円の減少であります。この主な要因は、一般分償還金及び還付加

算金の皆減によるものであります。執行率は９６.８％であります。 

 以上、国民健康保険事業特別会計の歳出合計は、予算現額２４億７,７９２万

２,０００円に対しまして、支出済額は２３億８,２８６万９,６５５円、前年度

との比較は１億８,８１６万４０２円の減少であります。不用額は９,５０５万２,

３４５円、執行率は９６.１％であります。 

 なお、歳入歳出各節５０万円以上の比較増減及び不用額の理由につきましては、

４３ページから４６ページにかけて記載してありますので、後ほど御参照くださ

い。 

 次に、後期高齢者医療事業特別会計の決算概要について御説明いたします。 

 ２７、２８ページを御覧ください。 

 後期高齢者医療事業特別会計の歳入款別決算額調でございます。 

 まず、１款後期高齢者医療保険料は、予算現額２億３３５万２,０００円に対

し、調定額は２億８９３万７,７３８円、収入済額は２億４６９万４,３３１円、

本特別会計収入済額全体の３２.１％を占めております。前年度との比較は４３

４万１,６９８円の増加であります。この主な要因は、特別徴収保険料の増加に

よるものであります。収入率は１００.６％、収納率は９７.９％であります。不

納欠損額は２１万６,２９６円、収入未済額は４０２万７,１１１円であります。 

 次に、２款繰入金の収入済額は４億１,０２０万９,０３７円、前年度との比較
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は３７万１,６８５円の減少であります。この主な要因は、事務費繰入金の減少

によるものであります。 

 ３款繰越金の収入済額は６０１万９,９９２円で、前年度からの繰越金であり

ます。 

 ４款諸収入の収入済額は１,５９２万５,３７７円、前年度との比較は４２３万

４,２１５円の減少であります。この主な要因は、前年度精算金の減少によるも

のであります。 

 次の国庫支出金につきましては皆減であります。 

 以上、後期高齢者医療事業特別会計の歳入合計は、予算現額６億３,６２９万

４,０００円に対し、調定額は６億４,１０９万２,１４４円、収入済額は６億３,

６８４万８,７３７円、不納欠損額は２１万６,２９６円、収入未済額４０２万７,

１１１円、収入率は１００.０％、収納率は９９.３％となりました。 

 次に、２９、３０ページを御覧ください。 

 後期高齢者医療事業特別会計の歳出款別決算額調であります。 

 まず、１款総務費の支出済額は１,１２９万１,８９３円、前年との比較は１４

万８,４７０円の減少で、執行率は９７.８％であります。 

 ２款広域連合負担金の支出済額は６億４６５万７,７６５円、支出総額の９５.

６％を占めております。前年度との比較は４６５万８,１０９円の増加で、この

主な要因は、保険料等負担金の増加によるものであります。執行率は９９.５％

であります。 

 次に、３款諸支出金の支出済額は１,６２９万５,３１４円で、前年度との比較

は４３４万８,３３１円の減少で、この主な要因は、一般会計繰出金の減少であ

ります。執行率は９５.３％であります。 

 以上、後期高齢者医療事業特別会計の歳出合計は、予算現額６億３,６２９万

４,０００円に対しまして、支出済額６億３,２２４万４,９７２円、不用額４０

４万９,０２８円、執行率は９９.３％であります。 

 なお、歳入歳出各節５０万円以上の比較増減及び不用額の理由につきましては、

４７、４８ページに記載してありますので、後ほど御参照ください。 

 次に、公共下水道事業特別会計の決算概要について御説明いたします。 

 ３１、３２ページを御覧ください。 

 公共下水道事業特別会計の歳入歳出款別決算額調でございます。 

 収入済額、支出済額、いずれも同額の６２万５,７８６円であります。 
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 歳入の１款繰入金の収入済額は、一般会計からの繰入金で、収入率は９９.

９％、歳出の１款公債費の支出済額は、市債元金償還金及び市債利子償還金で、

不用額は２１４円、執行率は９９.９％となりました。 

 以上、令和元年度尾鷲市一般会計及び三つの特別会計の歳入歳出決算の概要に

ついて御説明いたしました。 

 また、監査委員の審査意見書並びに主要施策の成果及び実績報告書も後ほど御

参照ください。 

 なお、内容の詳細につきましては、行政常任委員会におきまして御説明いたし

ますので、何とぞ御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

議長（村田幸隆議員） ここで１０分間休憩いたします。 

〔休憩 午前１１時０１分〕 

〔再開 午前１１時１２分〕 

議長（村田幸隆議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、尾上病院事務長。 

〔尾鷲総合病院事務長（尾上廣宣君）登壇〕 

尾鷲総合病院事務長（尾上廣宣君） 説明に当たり、マスクを外させていただきます。 

 それでは、議案第６２号「令和元年度尾鷲市病院事業会計決算の認定について」

につきまして御説明申し上げます。 

 まず、決算の御説明の前に、令和元年度の病院稼働状況について御説明申し上

げます。 

 令和元年度尾鷲市病院事業会計決算書の１９ページの業務、１、業務量、（１）

稼働状況を御覧ください。 

 令和元年度の入院の延べ患者数は、一般病床が５万３,１６２人、療養病床が

１万３,０１６人、合計６万６,１７８人で、前年度と比較して１８４人増加して

おります。 

 また、病床利用率は、一般病棟の病床数１９９床に対して７３.０％、地域包

括ケア病棟の療養病床数５６床に対して６３.５％、全体の病床利用率は７０.

９％で、前年度と同じ利用率となっております。 

 外来の延べ患者数は９万３,２６５人で、前年度と比較して９７９人減少して

おります。 

 次に、２０、２１ページを御覧ください。 

 （２）科別患者取扱状況は、前年度対比で見ますと、入院では、整形外科が３,
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６０６人増加しておりますが、内科が１,６５８人、外科が１,２０１人、小児科

が５９人、産婦人科が１１５人、眼科が８人、皮膚科が１５人、泌尿器科が３６

６人減少しております。 

 また、外来では、内科が１,１３８人、神経内科が２８人、耳鼻咽喉科が１４

９人、眼科が１８１人、精神科が１５人、泌尿器科が７人増加しておりますが、

外科が７３人、脳神経外科が４５０人、整形外科が４９７人、小児科が９４０人、

産婦人科が２０５人、皮膚科が３２０人、放射線科が１２人減少しております。 

 それでは、令和元年度尾鷲市病院事業会計決算の主な内容について御説明いた

します。 

 １、２ページを御覧ください。 

 （１）収益的収入及び支出の収入では、第１款病院事業収益の予算額４３億２,

１８０万２,０００円に対し、決算額は４２億６,０８３万３,８２７円で、予算

額に比べ６,０９６万８,１７３円の減であります。 

 次に、支出では、第１款病院事業費用の予算額４３億１,１２２万８,０００円

に対し、決算額は４１億９,４６１万６,６４２円で、不用額は１億１,６６１万

１,３５８円であります。 

 次に、３、４ページを御覧ください。 

 （２）資本的収入及び支出の収入では、第１款資本的収入の予算額３億２,２

４８万９,０００円に対し、決算額は３億２,３６８万８,０００円で、予算額に

比べ１１９万９,０００円の増であります。 

 次に、支出では、第１款資本的支出の予算額４億５,２９８万１,０００円に対

し、決算額は４億４,１３７万９,６６２円で、不用額は１,１６０万１,３３８円

であります。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億１,７６９万１,６６２円

につきましては、全額一時借入金で措置しております。 

 次に、５、６ページの損益計算書を御覧ください。 

 １、医業収益は３７億５,３７２万１９４円、２、医業費用は３９億４,９１２

万９,７８６円で、医業損失は１億９,５４０万９,５９２円であります。 

 ３、医業外収益は４億９,６２８万６,９０６円、４、医業外費用は１億９,２

７５万１,８９６円で、医業外収支は３億３５３万５,０１０円であります。 

 この額から医業損失を差し引いた１億８１２万５,４１８円が経常利益であり

ます。 
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 ５、特別利益は１７万９,６９０円、６、特別損失は４,４４０万２,０００円

で、経常利益からこの収支差を差し引いた当年度純利益は６,３９０万３,１０８

円であります。 

 これに、前年度繰越欠損金２９億３,１０２万４,０８０円を加えた当年度未処

理欠損金は２８億６,７１２万９７２円となり、この額を翌年度に繰越しするも

のであります。 

 次に、７、８ページの剰余金計算書を御覧ください。 

 資本金の当年度末残高は、前年度末残高と同額の２億８５万６,０９５円であ

ります。 

 次に、資本剰余金の受贈財産評価額、寄附金及び国県補助金の当年度末残高は、

前年度末残高と同額のそれぞれ３,１３０万９,４１２円、１,８２７万６,６５０

円、１億６,６９６万３,７６２円であります。 

 その他資本剰余金は、非償却資産分に係る一般会計からの元金償還繰入金１,

０９１万５,０００円より、当年度末残高は２５億９,７９８万４２１円でありま

す。 

 これらを合計した資本剰余金の当年度末残高は２８億１,４５３万２４５円で

あります。 

 次に、利益剰余金は、当年度純利益６,３９０万３,１０８円により、当年度末

残高はマイナス２８億６,７１２万９７２円であります。 

 次に、７ページ下段の欠損金処理計算書を御覧ください。 

 いずれも当年度分処分額はありませんので、資本金の処分後残高は２億８５万

６,０９５円、資本剰余金の処分後残高は２８億１,４５３万２４５円、未処理欠

損金の処分後残高はマイナス２８億６,７１２万９７２円であります。 

 次に、９ページから１１ページまでの貸借対照表について御説明いたします。 

 まず、９ページ、資産の部を御覧ください。 

 １、固定資産の（１）有形固定資産は、イからトまでのそれぞれの資産額から

減価償却累計額を差し引いた２８億６,９０６万９,８０６円であります。（２）

無形固定資産は３２７万９,２００円であります。（３）投資その他の資産は９

２５万６５０円で、これら固定資産合計は２８億８,１５９万９,６５６円であり

ます。 

 次に、２、流動資産は（１）現金預金、（２）未収金、（３）貯蔵品を合わせ

た流動資産合計６億３,９４７万４３３円であります。 
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 固定資産、流動資産を合わせた資産合計は３５億２,１０７万８９円でありま

す。 

 次に、１０ページ負債の部を御覧ください。 

 ３、固定負債の（１）企業債は、令和３年度以降償還予定の企業債１７億４,

１８３万４３８円であります。（２）引当金は、退職給付引当金として本年度ま

でに計上した３億７,９３３万８,１１１円で、固定負債合計は２１億２,１１６

万８,５４９円であります。 

 ４、流動負債の（１）一時借入金は３億５,０００万円で、前年度と比較して

１,１００万円の減であります。（２）企業債は、令和２年度償還予定の３億２,

７５５万９,０２２円であります。（３）未払金は１億７,９３７万２,３６６円

であります。（４）引当金は、イ、賞与引当金、ロ、法定福利費引当金で、引当

金合計は１億３,８６１万７,３３７円であります。（５）その他流動負債は２,

３３６万８,４８２円で、流動負債合計は１０億１,８９１万７,２０７円であり

ます。 

 ５、繰延収益は、収益化累計額を差し引いた長期前受金が２億３,２７１万８,

９６５円で、固定負債、流動負債、繰延収益を合わせた負債合計は３３億７,２

８０万４,７２１円であります。 

 次に、１１ページ、資本の部を御覧ください。 

 ６、資本金は２億８５万６,０９５円であります。 

 ７、剰余金の（１）資本剰余金は、イ、受贈財産評価額、ロ、寄附金、ハ、国

県補助金、ニ、その他資本剰余金を合計した２８億１,４５３万２４５円であり

ます。（２）欠損金は、イ、当年度未処理欠損金と同額の２８億６,７１２万９

７２円となり、これを資本剰余金から差し引いたマイナス５,２５９万７２７円

が剰余金合計であります。 

 資本金と剰余金を合わせた資本合計は１億４,８２６万５,３６８円、負債の部

と合わせた負債資本合計は３５億２,１０７万８９円で、９ページの資産合計額

と同額であります。 

 次に、１２ページ、１３ページには、会計処理の基準及び手続を注記として記

載しております。 

 以上が、議案第６２号「令和元年度尾鷲市病院事業会計決算の認定について」

につきましての決算説明であります。 

 なお、決算書の１４ページ以降に決算附属書類を添付しておりますので、御参
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照の上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（村田幸隆議員） 次に、佐野水道部長。 

〔水道部長（佐野憲司君）登壇〕 

水道部長（佐野憲司君） マスクを外させていただきます。 

 それでは、議案第６３号「令和元年度尾鷲市水道事業会計未処分利益剰余金の

処分及び決算の認定について」につきまして御説明申し上げます。 

 まず、議案の説明に入る前に、令和元年度の水道事業の概況について御説明い

たします。 

 令和元年度尾鷲市水道事業会計決算書の１３ページを御覧ください。 

 令和元年度の給水戸数は９,２９０戸で、前年度に比べて７９戸の減であり、

普及率は９９.９％でございます。年間総給水量は３６１万４,７２６立方メート

ル、前年度と比較すると、給水量で１６万６,３９２立方メートルの減、有収水

量で１１万９,４６１立方メートルの減となっております。 

 有収水量の減少は、大口使用量の減少が主な要因と考えております。 

 建設改良と維持管理につきましては、上水道において中川、倉ノ谷町、大曽根

地内の配水管布設替工事を実施いたしました。 

 簡易水道においては、須賀利、賀田、三木浦、古江地内の配水管布設替工事及

び早田地内配水管改良工事、須賀利浄水場送水ポンプほか取替え工事、古江加圧

ポンプ場加圧ポンプほか取替え工事を実施いたしました。 

 次に、経理状況でありますが、収益的収支では、事業収益４億８,５４９万９,

６９５円に対し、事業費用４億６,２８２万７,９８９円で、差引き２,２６７万

１,７０６円の純利益を計上することとなりました。 

 以上、概略説明を申し上げ、議案の説明をさせていただきます。 

 １ページのほうを御覧ください。 

 （１）収益的収入及び支出につきましては、収入の第１款水道事業収益、予算

額５億２,０７３万６,０００円に対し、決算額は５億２,５０６万７,３０６円で、

予算額を４３３万１,３０６円上回っております。次に、支出の第１款水道事業

費用、予算額５億１,３４４万８,０００円に対し、決算額は４億９,５９４万７,

８７６円で、１,７５０万１２４円の不用額を生じております。 

 続きまして、３ページの（２）資本的収入及び支出につきましては、収入の第

１款資本的収入、予算額６,８０４万３,０００円に対し、決算額は６,４０８万

２,７００円で、予算額より３９６万３００円下回っております。 
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 次に、支出の第１款資本的支出、予算額３億７６５万４,０００円に対し、決

算額は３億２７７万５,４４０円であり、不用額は４８７万８,５６０円となりま

した。資本的収支において、収入額が支出額に対して不足する額２億３,８６９

万２,７４０円は、下段に記述してありますように、当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額６３７万７,５１６円、当年度分損益勘定留保資金１億９,

８３５万４,９０５円、減債積立金３,３９６万３１９円で補塡いたしました。 

 次に、５ページの損益計算書を御覧ください。 

 １、営業収益４億５,１２０万１４０円から、２、営業費用４億１,２５５万７,

９３７円を差し引いた３,８６４万２,２０３円が営業利益で、これに、３、営業

外収益３,４２９万９,５５５円を加え、４、営業外費用４,９８１万２,８２５円

を減額しますと、経常利益は２,３１２万８,９３３円となります。経常利益から、

６、特別損失４５万７,２２７円を減額した２,２６７万１,７０６円が当年度純

利益となります。 

 これに前年度繰越利益剰余金３億２,２２０万７,１７６円と、減債積立金の取

崩しにより発生したその他未処分利益剰余金変動額３,３９６万３１９円を加え

た３億７,８８３万９,２０１円が、当年度未処分利益剰余金となります。 

 次に、６ページの剰余金計算書を御覧ください。 

 資本金は、前年度の処分額４,４４４万６,０４４円を加えた１９億５,５０９

万４,３７６円となっております。剰余金のうち、資本剰余金につきましては、

前年度末残高と同額の４,６８２万３８８円となります。利益剰余金につきまし

ては、減債積立金は、補塡財源として使用した３,３９６万３１９円を減額した

１億７,０５６万１７９円が当年度末残高となり、積立金の使用額と同額が未処

分利益剰余金に計上されます。 

 建設改良積立金は前年度末残高と同額となります。未処分利益剰余金の当年度

末残高は、先ほどの損益計算書で説明いたしました当年度未処分利益剰余金３億

７,８８３万９,２０１円で、利益剰余金合計は６億２,５８３万５,３３６円とな

ります。 

 次、７ページの尾鷲市水道事業会計剰余金処分計算書（案）につきましては、

利益の処分について本議案において一括して御審議をお願いするものであり、当

年度未処分利益剰余金３億７,８８３万９,２０１円のうち、減債積立金の使用に

伴い発生したその他未処分利益剰余金変動額の同額分３,３９６万３１９円を資

本金へ組み入れ、残額の３億４,４８７万８,８８２円を翌年度へ繰越しするもの
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でございます。 

 次に、８ページから１０ページまでの貸借対照表について御説明いたします。 

 まず、８ページの資産の部でありますが、１、固定資産は、（１）有形固定資

産から（３）投資その他の資産までの合計で、５１億２８７万６７２円でありま

す。 

 ２、流動資産は、（１）現金預金から（４）その他流動資産までの合計で、７

億５,６０３万５,３９７円で、資産合計は５８億５,８９０万６,０６９円となり

ます。 

 次に、９ページの負債の部でありますが、３、固定負債は、（１）企業債と

（２）引当金の合計で、２５億８,４３８万９,４４８円となります。 

 ４、流動負債は、（１）企業債から（４）その他流動負債までの合計２億９,

１６５万４,４３１円となり、５、繰延収益３億５,５１１万２,０９０円を合わ

せた負債合計は３２億３,１１５万５,９６９円となります。 

 次に、１０ページの資本の部でありますが、６、資本金は１９億５,５０９万

４,３７６円となり、７、剰余金は（１）資本剰余金と（２）利益剰余金の合計

６億７,２６５万５,７２４円で、合わせた資本合計は２６億２,７７５万１００

円となります。 

 負債資本の合計は５８億５,８９０万６,０６９円となり、８ページ下段の資産

合計の額と一致しております。 

 次の、１１ページ、１２ページは、会計処理の基準及び手続を注記として明示

しております。 

 以上で議案第６３号「令和元年度尾鷲市水道事業会計未処分利益剰余金の処分

及び決算の認定について」の説明といたします。 

 なお、決算書の１３ページから３０ページまで決算附属書類を添付しておりま

すので、御参照の上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（村田幸隆議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 議事日程に従い、審議は留保といたします。 

 次に、日程第１４、報告第５号「令和元年度健全化判断比率及び令和元年度資

金不足比率の報告について」を議題といたします。 

 ただいま議題となりました報告は、朗読を省略し、直ちに説明を求めます。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） それでは、報告案件について説明いたします。 
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 議案書の１４ページを御覧ください。 

 報告第５号「令和元年度健全化判断比率及び令和元年度資金不足比率の報告に

ついて」につきましては、本市の令和元年度決算について、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、監査委員

の意見をつけて報告させていただくものであります。 

 詳細につきましては、１５ページのとおり、実質赤字比率、連結実質赤字比率、

実質公債費比率、将来負担比率において、いずれも早期健全化基準を下回ってお

ります。また、公営企業においては、水道事業会計では資金不足は生じていない

ものの、病院事業会計で１.３％の資金不足比率が生じたことを報告させていた

だきます。 

 以上でございます。 

議長（村田幸隆議員） 以上で説明が終わりました。 

 これより報告に対する質疑に入ります。 

 ただいまのところ質疑の通告はございません。 

 御質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（村田幸隆議員） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 ただいまの議題につきましては、報告案件でございますので、これをもって終

結いたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 以後、会期日程表のとおり、明日９月２日から９月６日までを休会とし、７日

月曜日午前１０時より本会議を開きますので、よろしくお願いをいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

〔散会 午前１１時３７分〕 
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地方自治法第１２３条第２項の規定に基づき下に署名する。 
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